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の実施状況について
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労働安全に係る実施項目

〔　行　動　計　画　〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取組み内容

Ｎｏ．５　運転中プラントへの立入制限と定検前準備作業の取止め

Ｎｏ．６　労働安全衛生マネジメントシステムの導入

Ｎｏ．１１　労働安全に係る提案募集キャンペーン

Ｎｏ． ９　安全技術アドバイザーの配置・活用

［関連項目］

　・　耐熱服の設置と避難経路の周知

　・　安全衛生委員会の適切な運用

　・　安全管理者への教育

Ｎｏ．７　救急対応の教育と救急法救急員の養成

［関連項目］

　・　１１９番通報のルール遵守と周知徹底

　・　現地消防本部との連携

　・　作業者の安否確認の確実な実施

　・　被ばく汚染情報の確実な連絡

　

　・　救出要員の二次災害防止

　・　避難訓練の実施
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・９／２２配置、活動開始（安全管理者と連携）

・耐熱服設置場所、避難経路等を示した図面
　を配布、掲示

・安全衛生委員会出席委員を適正化

・安全管理者能力向上教育実施済み

・同一職場２名以上養成すべく９／２８から開始

・入所時教育、定検ハンドブック等で通報ルール

　を周知、緊急車両通過時に地元へ連絡

・要員の派遣、構内ＰＨＳの活用により連携強化

・入域システムを改修し、立入者の把握精度を
　向上

・管理区域外での傷病者発生時も病院へ被ばく

　汚染の有無を明確に伝達

・救出にあたっての注意事項を明確化

・協力会社も含めた避難訓練を年２回以上実施
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基本的観点と活動のステップ

基本的観点

・ 職場の危険箇所の特定および対策の徹底、

設備の維持管理と労働安全活動の連携の　
　ための労働安全衛生マネジメントシステム
の構築　　　　　　　 （労働局への回答事項）

・ 発電所トップマネジメントによる第一線所員

までの活動の浸透 （同上）

・ 発電所と協力会社が一体となった活動の

推進 （同上）

・ 労働安全活動のための資金の積極的投入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （行動計画他）

有識者等からのご指導

活動のステップ

①　運転中プラントの立入制限と
　　　　　　　　　　　定検前準備作業の取止め

②　定検前作業取止めに伴う問題点の把握

　　 当面、定検工程策定ワーキンググループ

　　 で協力会社要望を定検工程に反映

③　運転中の立入不可欠な作業および実施
　　 不可欠な定検前作業について、協力会
　　 社の意見も反映の上、安心感が付与さ
　　　れた対策の措置が必要

④　労働安全衛生マネジメントシステムによる

　　 リスクアセスメントにより、リスクの高い
　　 設備・作業を特定

　　 リスクレベル低減方策（設備損傷頻度
　　 低減または危険回避性の向上）を策定

⑤　上記方策を至近１～２定検で措置

⑥　上記の取組について協力会社の理解取得

２



「安全第一の取り組み」キャンペーン活動状況

・提案件数および実施状況

・実施例

・今後について

　　平成１７～１９年の３年間、労働安全等に係る提案の積極的な採用を継続実施する。

総件数

６６２

採用件数

実施済及び実施中

２１１

今後実施予定

２４９

＜美浜発電所の事例＞

　・原子炉格納容器内クレーンの

　 昇降用階段を設置
　　（改善前は垂直タラップにて
　　　昇降）

＜高浜発電所の事例＞

　・低圧タービン外部車室に昇降用
　 階段を設置
　　（改善前は、定検毎に、縄梯子を
　　　設置）

＜大飯発電所の事例＞

　・２次系配管高所サポート点検用
　専用架台を設置

　　（改善前は、近くの架台から身を
　　　乗り出して作業を実施）
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労働安全衛生マネジメントシステム試運用（美浜）

　労働安全衛生マネジメントシステムとは：

　・厚生労働省指針に基づき、「トップをヘッドとし、ＰＤＣＡをまわして継続的な活動を行うこと」および「リスクを特定し

　　リスク低減対策を策定する手順を定めること」により、発電所の労働安全衛生水準を向上させる仕組み。

　・作業場所周辺の設備の損傷によるリスクと作業そのものによるリスクの排除、低減を実施。

試運用結果
試運用対象作業に係る当社作業担当者および協力会社
作業責任者等の意見集約結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　美浜２号機　　美浜１号機

　試運用対象作業　　　　　　 　　停止中　　　停止中・起動時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2次系　　　　１・２次系

　試運用時期　　　　　　　　　 H17年1～2月　H17年4～8月

　意見聴取人数　　　　　　　　　　 ４３人　　　　　１３８人　　

　

　業務負担なし　　　　　　　　　　　８８％　　　　　　９６％

　試運用方法が理解できた　　　 ４９％　　　　　　９５％

　安全意識向上が図れた　　　　 ６０％　　　　　　６８％

　設備安全リストを活用した　　　５６％　　　　　　８７％

　作業安全リストを活用した　　　６９％　　　　　　８２％

・美浜２号機に比べて美浜１号機は全ての項目で数値が
　上昇しており、システムの定着が進んだと評価。
・美浜２号機で特に数値が低かった理解度については、
　美浜１号機試運用前に関係者に個別に詳細説明するこ
　とにより飛躍的に改善。（４９％→９５％）
・安全意識の向上度が若干低く（６８％）今後安全意識の
　更なる高揚活動方策が必要。

　リスク要因の洗い出しと

死亡災害および多数の負傷者が

出る重大災害を招くリスクの特定

危険箇所の表示

退避ルートの掲示

試運用結果の評価

設備安全リストおよび

作業安全リストの整備

リスク排除・低減方策の検討・策定（当面の対策）

試運用

協力会社への周知

高浜、大飯への展開

　　・高浜１号機（H17.8～）で試運用
　 　・大飯１号機（H17.9～）で試運用
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労働安全衛生マネジメントシステム試運用結果を踏まえた更なる改善

（設備安全）

損壊した場合にその周辺で作業を行っている作業員に

危険を及ぼすリスクの高い設備について、リスク排除・低

減を実施。　　⇒　当面の対策として以下を実施　　

１．補助蒸気配管

　　　偏流発生部にステンレス保護板を巻き付け

２．薬品*1・ガス*2系統

　　　一括漏洩確認の点検記録により健全性確認

　　*1：２次系水浄化用の樹脂再生薬品（塩酸、苛性ソーダ等）　
　　　*2：発電機冷却用水素ガス

試運用での実施事項

（作業安全）

作業において、死傷する可能性のある危険要因を抽出し、対策

を実施事項として整理　⇒　作業前打合せ等で活用

例：（作業　　　 　－　危険要因　　 －　実施事項　）

　　　アーク溶接　－　感電・爆発・　－　絶縁覆い・溶接面等の
　　　作業　　　　　　　 火災等　　　 　　　保護具作業前点検等　　　

　　　

　　　
　　　水中作業　　－　おぼれ　　　 －　監視人、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潜水時間・浮上速度管理

高浜１号機労災（H17.9.4発生）
ポンプ起動時水中で巻込まれ

（作業安全）

過去の労災も含めて危険要因・実施事項を再整備

（関電プラントと共同で実施）

例： （作業　　　－　危険要因　　－　実施事項　）

　　水中作業　　－　おぼれ　　　 －　監視人、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潜水時間・浮上速度管理

　　　　　　　　　　　 　水流による　－手すり設置
　　　　　　　　　　　　巻込まれ　　 　　吸込口への短尺ホース取付

（設備安全）
１．補助蒸気配管

　　偏流発生部をステンレス配管に取替または肉厚測定

　　　　　

２．薬品・ガス系統

　　配管継ぎ手部からの漏洩等のリスク低減対策として、

　 保護カバー等による飛散防止措置または配管継ぎ手部

　　等の点検を行う

　　　

更なるリスク排除・低減による安心と理解の獲得

追加
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労働安全衛生マネジメントシステム本格運用（３発電所）

・協力会社とのコミュニケーション

・過去の労災事例

・ハットヒヤリ体験・気がかりの収集

リスク要因の洗い出しと

死亡災害および多数の負傷者が

出る重大災害を招くリスクの特定

・協力会社とのコミュニケーション

危険箇所の表示、

退避ルートの掲示

活動の評価

・活動情報をデータベースに登録
（他サイト水平展開可能とする）

リスク排除・低減方策の検討・策定（更なる対策）

　設備安全リストおよび

　作業安全リストの整備

： 本格運用に合わせて実施
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